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Abstract

  Recently, the understanding that this commandment of Jesus means the observation of every 

commandment in the Law is achieving wider acceptance.

In this study, we will approach to determine the content of “all” of Matthew 28:20 from the 

viewpoint of semantic dimension of  in the context of the Gospel of Matthew, the objective of 

Matthean mission and the aim of it.
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Ⅰ．問題の所在

　マタイ28：20の とは何を指しているのか。

　近年，とくにマタイのユダヤ性に注目する釈義家たちの間では，マタイ 5 ：17～20とのか

かわりから（28：16～20は山上の説教を遡及的に指示している），イエスの命令は律法全体

の遵守を含むという理解が広がっている。U.ルツは祭儀律法も含むすべてが対象であると述

べている（ただし，愛の律法がその上位にくるのであるが）。D.C.Simはさらに踏み込んで，

割礼もまたこの中に含まれると主張する。

　マタイ28：20の には何が含まれるのか。本研究では，この問題について， の語義

的研究（とくにマタイの用例における特徴の分析），マタイの宣教対象に関する考察，マタ

イの宣教目標に関する考察という三つの観点から検討を行う。

Ⅱ．研究史

　マタイはトーラーの文字通りの遵守を要請してはいないという立場は，Meier（1983：

62）１ ），France（2007：180-190）2 ），Saldarini（1994：156-164）3 ），Davies＆Allison（2004：

685）4 ），らが唱えている。また，小河（2008：121）5 ）は「マタイの文体的特徴を顧慮すれば『す

べて』は文字通りに解釈する必要はなく（ 2 ： 5 参照！ 6 ）），誇張表現として用いられてい

ると解釈する方が説得力がある」としている。

　しかしこれらの立場は 5 ：17～20を過小評価しているのではないか。また，小河の指摘に

関しては，マタイ 2 ： 4 の「全て」は後述のように文字通り「全て」に受け取られるべきで

あり，むしろそのような用法こそがマタイの の用法における特徴である（第Ⅲ項にて詳

述）。

　逆に，「全て」が律法の遵守を含むとする立場では，Mohrlang（1984：19）7 ）は「マタイ

にとっては律法はその全体が有効であり，かつ，キリスト者共同体にとっての神の意志の権

威ある表現でありつづけて」いるとしている。そしてマタイの律法重視の姿勢は，たとえば

安息日論争（12： １ ～14）におけるマルコ記事へのマタイの編集（マルコ 2 ：27「人の子が

安息日のためにあるのではない」削除に見られる主張の緩和など）に明らかであるという

（p10）。

　Luz（2002：93-94）8 ）は，マタイは律法の全体を有効としたが，基本的な要求とそれ以外

とを区別した，という。初期キリスト教に存在した，律法の遵守を求めた異邦人宣教は，（少
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なくとも間接的には）マタイ福音書の影響下にあると考えられるが，それらの中にも，割礼

や祭儀的規定の遵守を異邦人に求めなかった例（偽クレメンス文書 ９ ）やイグナティオスの手

紙10）に描かれるユダヤ主義者の例）がある。また，マタイが主流派の教会で急速に受け入れ

られ権威を認められたのは，マタイ共同体が（祭儀的要請を捨てた）主流派の方向性を受け

入れた結果である。これらのことは，律法のより重いことがら，すなわち愛の掟や十戒や倫

理規定（23：23）と，清浄規定や安息日や割礼を含む，より些末な祭儀規定との間の区別が

可能にしたのである，というのである。

　しかし，Luz自身が認めているように，マタイ共同体そのものがどのように振る舞ったの

かを，これらの外的状況から判断することには困難がある。また，共同体の存在が福音書執

筆の動機とどの程度関連するのかについては，福音書執筆の背景として共同体の存在を仮定

すべきかどうかと共に11），検討される必要があるのではないか。

　Sim（2008：386-387）12）は，マタイ 5 ：17～19を重視するならば再臨前の世界宣教におい

ては律法遵守の福音が伝えられなければならないとし，それゆえ異邦人改宗者には洗礼と同

様に割礼も要求されたはずだという立場をとっている。マタイ福音書の末尾で割礼ではなく

洗礼のみが言及されるのは， 5 ：17～19において要求される律法遵守に割礼がすでに含まれ

ているためであるというのだ。

　この立場において抜けている視点は，なぜマタイ福音書の末尾において律法遵守がこのよ

うに強調されなければならないのか，ということである。

　Svartvik（2008：37）13）によれば，マルコの結び（16：15～18）との並行関係を参照しつつ，

マタイがマルコにこの句を加えたのは，マルコにおける明白な反律法主義への批判として，

マタイにとってあまりに乏しいと思われたマルコ福音書の主役（＝イエス）の宣教をより豊

富に盛り込み，その主役を再ユダヤ化しようとしたことの表れであり，そのことはマタイが

福音書を執筆した一因でもある，という。

　この説が示すように，マタイはマルコ福音書に欠落している（あるいはマタイにとって不

十分と思われた）律法遵守の方向性を，取り戻そうとしているのではないか。

　本研究ではこの点の妥当性を，28：20における の指示内容に接近することによって検

討することとしたい。

Ⅲ．語義的研究および釈義

　マタイ福音書中， は120節中129回使用されている。これはルカ文書（使徒言行録161

節中171回・ルカ福音書145節中158回）に次ぐ頻度であり（次に多いのは １ コリントの73節
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中112回），また後述のようにマタイの編集（編集句および特殊資料）に用例が集中している

ことから，マタイが を好んで使用する（ルツ2002：69-70）傾向にあることがわかる。

また，マルコ福音書における用例67箇所のうち，マタイとの並行箇所は58箇所にのぼるが，

うち34箇所においてマタイは を採用していない。この事実からマタイは単に という

語を好むだけではなく，意図をもって技巧的にこの語を使用する傾向にあることがわかる。

１ ．用例の分類について

　　ここではまず，マタイ用例における の意味内容を分析し，そこからわかることにつ

いて述べる。

　　そのため， の用例を，用法および意味内容から，大別して以下の 5 つの類型に分類

したい14）。

カテゴリ １ ：個々の構成要素からなる全体性

例 １ - １ ）形容詞的用法。冠詞なしの名詞に。

　マタイ 3 ：15.　

　　　　　　　 . （全ての義を）..

例 １ - 2 ）形容詞的用法。冠詞つきの名詞または分詞に。

　マタイ 7 ：21.　 （私に言うもの全てが）

　　　　　　　 .

　　　　　　　 .
例 １ - 3 ）形容詞的用法。冠詞つきの複数形の名詞に。

　マタイ26： １ .　 （これらの全

ての言葉を），.
例 １ - 4 ）形容詞的用法。冠詞つきの複数形の分詞に。

　マタイ21：12.　 .
　　　　　　　 （神殿で売る者と買う者の全てを）， . .
　　　　　　　 .

　　　　　　　

例 １ - 5 ）形容詞的用法。前置詞句に。

　マタイ 5 ：15.　 . . . . . . . . . . . .
. . （家の中の全てを）

例 １ - 6 ）形容詞的用法。代名詞と共に。
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　マタイ23： 8 .　

（あなた方の全ては）.

例 １ - 7 ）形容詞的用法。指示代名詞と共に。

　マタイ13：34.　 （これら全てを）.

，

例 １ - 8 ）形容詞的用法。関係代名詞と共に。

　マタイ 7 ：12.　 （そこで，あなた方が望むところの全てを）

　　　　　　　 . .

　　　　　　　
例 １ - ９ ）名詞的用法。

　マタイ15：37.　 （全員が食べた）.
.

例 １ -10）名詞的独立用法。

　マタイ22： 4 .　

　　　　　　　. .
　　　　　　　（全てが整って） .

　　この他に， １：17；2：4 ，16（x2）；3：10， 4：8 ， ９ ，24；5：18，22，28，32；6：

32，33； 7 ： 8 ，17，19，24，26； ９ ：35；

　　10：22，32；11：13，27，28；12：15；13：19，32，41，44，46，51，52，56（x2）；

14：20，35；15：13，17；17：11；18：16，25，26，31，32，34；19：11，20，26，27，

29；21：22；22：10，27，28；23： 3 ， 5 ，20，35，36；

　　24： 2 ， 8 ， ９ ，14，22，30，33，34，47；25： 5 ， 7 ，29，31，32；26： １ ，27，31，

33，35，52，56；27： １ ；28：1915），20b

カテゴリ 2 ：全体性から抽出される個別的実体

例 2 - １ ）形容詞的用法。定冠詞なしの単数形の名詞に。

　マタイ19： 3 .　

　　　　　　　. . （いかなる

理由によって）

例 2 - 2 ）前置詞とともに。



（澤村雅史）38

　マタイ18：10.　

. （いつも）. .

　　　　　　　 .

　　他に， 4 ： 4 ；12：31，36；18：19

カテゴリ 3 ：非常に高い度合いであることを示す指標

例 3 - １ ）単数形の定冠詞なしの名詞と。

　マタイ 6 ：29.　 （彼の栄光の極みの）

　　　　　　　 .

カテゴリ 4 ：高い完全性や全体性に関して

例 4 - １ ）単数形の定冠詞なしの名詞と。

　マタイ12：25.　 （いかなる王

国でも）. （いかなる

町あるいは家でも）.

例 4 - 2 ）単数形の定冠詞つきの名詞と。

　マタイ 8 ：34.　 （町全部が）.

　　　　　　　 .
例 4 - 3 ）名詞的用法。定冠詞なし。

　マタイ27：22.　 .

　　　　　　　 （全員が言った）

　　.他 に， 2 ： 3 ； 3 ： 5（x2）； 8 ：32，33；10：30；12：23；13： 2 ；21：10，26；26：

70；27：25，45；

カテゴリ 5 ：さまざまな種類によって構成される全体性.

例 5 - １ ）マタイ.4 ：23　

. .
.（民の中のあらゆる病とあらゆる患いを）

　　他に， 5 ：11； 8 ：16； ９ ：35（x2）；10： １（x2）；13：47；23：27；28：18
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　以上の分類を129例にあてはめた結果は表 １ のとおりである16）。

　ただし，28：20aはこの分類において仮に未決定としている。この用例についての判断を

導出することを本項（第Ⅲ項）の目的としたい。

　上記の用例の傾向からひとまず判断されることとして，

１ .）マタイにおける はその用例のおよそ 4 分の 3 （129例中96例）がマタイの編集または

特殊資料に集中しており，マタイが好んで使う語であること。

2 .）用例の 6 割はカテゴリ １ に分類されること。

3 .）第 5 カテゴリの用例はマタイに非常に特徴的である。実際，マルコおよびルカの用例に

はこのカテゴリに分類されうるものは極めて少ない17）。

4 ）第 2 ・第 4 カテゴリも，マタイ編集に帰されうる用法である。

2 ．マタイ編集における の削除について

　次に，マルコからマタイが持ち込まなかった については以下のとおりである。

１ ）描写の簡素化によると思われるもの

　.マルコ 4 ：32＝マタイ13：32，マルコ 5 ： 5 ＝マタイ 8 ：28，マルコ 5 ：26＝マタイ ９ ：

20，マルコ 5 ：33＝マタイ ９ ：21，マルコ 6 ：50＝マタイ14：26，マルコ 7 ： 3 ＝マタイ

15： １ ，マルコ 7 ：37＝マタイ15：31，マルコ ９ ：15＝マタイ17：14，マルコ ９ ：23＝マ

タイ17：17，マルコ ９ ：35＝マタイ18： １ ，マルコ ９ ：35＝マタイ18： １ ，マルコ14：36

＝マタイ26：39

2 .）「群衆」（ ）に対する 。マタイは に対して使用される を削除する傾向に

ある。逆に，マタイ自身の編集に由来する への 使用は 2 か所のみである（12：23

表 1　マタイ福音書における の用例分類
マタイ編集由来 Q由来 マルコ由来

形容・冠有 形容・冠無 名詞・冠無 計 形容・冠有 形容・冠無 名詞・冠無 計 形容・冠有 形容・冠無 名詞・冠無 計
カテゴリ １ 32 24 8 64 3 5 1 9 5 5 8 １8
カテゴリ 2 0 4 1 5 0 0 0 ０ 0 1 0 １
カテゴリ 3 1 0 0 １ 0 0 0 ０ 0 0 0 ０
カテゴリ 4 9 2 3 １4 1 1 0 ２ 2 0 1 3
カテゴリ 5 １ ９ １ １１ 0 0 0 ０ 0 0 0 ０
未決定 0 １ 0 １ 0 0 0 ０ 0 0 0 ０

43 40 13 96 4 6 １ １１ 7 6 ９ ２２
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および間接的な用法として12：15）。

　例）言い換え（ から へ）

　　.マ ル コ 2 ：12⇒ マ タ イ ９ ： 8 　 （ マ ル コ 2 ：12） ⇒ （ ル カ 5 ：26）.

⇒ （マタイ ９ ： 8 ）

　　.マルコ 5 ：40⇒マタイ ９ ：25　 （マルコ 5 ：40）⇒ （マ

タイ ９ ：25）

　例）語の削除

　　.マルコ 2 ：12⇒マタイ ９ ： 7 ，マルコ 6 ：33⇒マタイ14：13，マルコ 6 ：39⇒マタイ

14：18，マルコ 7 ：14⇒マタイ15：10

　例）場面の変更または削除

　　マルコ 2 ：13＝マタイ ９ ： ９ ・・・群集が集まる描写を削除

　　マルコ 6 ：41＝マタイ14：19・・・ルカとの小一致。あるいは描写の簡素化か？

　　マルコ11：18＝マタイ21：16・・・すべての群集（ ）＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （Luk 19：48）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒.不思議な事柄＆子どもたちの叫び（旧約引用を導

入）へと変更

　　マルコ14：64＝マタイ26：66・・・27：22・25に移動。 へ。

3 ）律法理解に由来するもの

　　　マルコ12：28「どれが全ての中で第一の掟（ ）なのか？」

　　⇒マタイ22：36「どの掟が律法の中で大きいか（ ）？」

　.　マタイが律法に対して「全て」を用いないのは，それが単に個々の掟の集合体（カテゴ

リ １ ）ではないからである。しかし，かといって反対に抽象的な「全部」（カテゴリ 4 ）

を指すのでもない。遵守すべき個々の掟からなるものでありつつ，全体として一つの「律

法」という実体なのである18）。すなわち，個々の掟について大きい・小さいという観察は

可能であっても第一・第二という比較はマタイの構想に合致しない19）。「全体」というく

くり方もまた然りである。マタイにとって律法は .（マタイ22：40）であっても で

はない20）。

4 ）その他

　　マルコ 4 ：13⇒マタイ13：18・・・ルカとの小一致。弟子への叱責を軽減か21）。

　　マ.ルコ 4 ：34⇒マタイ13：35・・・弟子たちにはすべてを解き明かす⇒これらすべてを



マタイによる福音書28章20節『全て』の指示内容について 41

譬えによって語ることへの転換。

　　マ.ルコ 6：30⇒マタイ14：12・・・（弟子たちが）なし，教えたことすべて（を報告した）

を削除。マルコではヨハネ殺害を受けて，別場面としてイエスの弟子たちが宣教の報

告をする場面を挿入し，五千人の給食の導入としている。マタイでは，イエスに報告

するのはヨハネの弟子たちであり，報告内容もヨハネ殺害の件である。ただし五千人

の給食の導入の役割を果たしていることは同じである。

　　マルコ 7 ：19.⇒マタイ15：17・・・清浄理解の相違による削除か22）。

　　マ.ルコ10：44⇒マタイ20：27・・・「すべての人の奴隷」から「あなたたちの奴隷」へ

変更。ペリコーペの構成として「あなたたちの間の」ことがらについて述べる交差配

列に合致するよう改変23）。

　.この他に，マルコ11：17⇒マタイ21：13，マルコ12：33⇒マタイ22：40，マルコ13： 4 ⇒

マタイ24： 3 ，マルコ13：23⇒マタイ24：25，マルコ13：37⇒マタイ25：13，マルコ.14：

53⇒マタイ26：57。

　このようにマタイは編集上の判断に基づいて意図的・技巧的に を使用する傾向がある。

3 ． について

　ここで，第 １ 項において保留にした28：20の釈義を試みたい。この箇所における「全て」

とは，カテゴリ １ に属する，全体に含まれる内実について「個々の具体性」が強く意識され

ている用法であるのか，または，カテゴリ 4 のように，「全体性」が強く意識され，個々の

内実については抽象的なままであるのか，もしくはカテゴリ 5 のように全体を構成する様々

な「種類」が問題になっているのであろうか。

　そのことを判断するために，マタイ福音書における の用例に注目したい。

　 の用例はこの箇所に下記の 6 例を加えた 7 箇所であり，いずれもマタイの編集

に由来し，第 １ 項における分類では，カテゴリ １ に属する24）。

マタイ 7：12「だから，人々からあなたがたがしてほしいと望むことは何であれ（ .

. ）」

⇒Ｑにマタイが付加。個々の要求が意識されている。

マタイ13：44「持っているものすべて（ ）」・13：46「持っているものすべて
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（ . ）」

⇒マタイ特殊資料または編集に由来25）。個々の所有物から構成される例外のない「全て」と

考えられる。

マタイ18：25「持っているものすべて（ ）」

⇒マタイ特殊資料に由来。王の厳しさは例外のない「全て」を売って返済を要求することに

より印象付けられる。

マタイ21：12「神殿で売っている者と買っている者全員（

. ）」

⇒マタイは「売る者たちや買う者たち」に「全員」を付け加えることで26），追い出しを徹底

している。

マタイ23： 3 「だから，彼らがあなたがたに言うことの全部は実行せよ（

. ）」⇒おそらくマルコとＱを結合し拡張する編集に由来すると思われ

る。具体的な個々の掟が の内実として想定されている。

　これらの用例，また28：20と構文上並行する23： 3 からはとくに，28：20でも，個々の内

実からなる全体について述べる，カテゴリ １ の用法が類推される。さらに，第 １ 項で確認し

たように，マタイ福音書全体における の用例の多くがカテゴリ １ であることもこの類推

を補強する要素である。

　これらに従って理解したときに当該テキストでは，イエスが命じたことを全て，ことごと

く守ること，すなわち実践することが，求められている，ということになる。それは抽象的

な「全て」ではない。

4 ．28：16～20と 5 ：17～20との関わりについて

　ここで，「全て」（ ）の指示内容に律法全体の個々の遵守が含まれることについて，マ

タイ28：16～20と 5 ：17～20との関係から説明を試みたい。

　この両箇所には，山における弟子たちの招集という舞台設定，天地への終末論的言及，5：

19「戒め」（ ）と.28：20「命じる」（ ）や 5 ：18・28：20「全て」（ ）

という用語上の関連などから，28：16～20と 5 ：17～20との関連が推察される。
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　そしてその 5 ：17～20は続く反対命題において具体的に示されるイエスの教え全般を綱領

的に，律法個々の完全な遵守に向かって方向づけている箇所である27）。このことからも28：

20の「全て」（ ）が律法の個々の遵守を含むイエスの教えを指していると判断できる。

　次項ではマタイのこのような強調がどのような宣教対象を念頭においてなされているのか

を検討し，また，それを踏まえて，なぜそのような強調がなされているのかを考察したい。

Ⅳ．「全て」を守ることを命じた背景について

１ ．マタイの宣教対象

　マタイが宣教対象としている とは，ユダヤ人であるのか，それとも異邦人

であるのか，あるいはその両方か。このことについては様々な主張がなされてきた。

　Sim（1995）28）は，マタイ共同体は改宗運動には携わっておらず，引き続きユダヤ人を宣

教の対象にしていたという説を述べている。また，異邦人宣教の有効性をマタイは受け入れ

ているが，それはその共同体が異邦人宣教に従事したということと同じではないというので

ある（Sim（2000：245））29）。

　これとは逆に，マタイは異邦人のみを宣教対象としていたという説はルツ，佐藤らが唱え

ている。

　Luz（2002：50-54）によれば，マタイ共同体は宣教の転換点にあったという。マタイ共

同体にとって異邦人宣教はいまだ自明のことではなく，新しい目的への意図的な出発であっ

た。さらに，マタイのもっとも重要な関心のひとつは，この異邦人伝道の決断を共同体の中

で擁護することであったという。さらに，マタイは福音書が非キリスト者のユダヤ人に読ま

れることを予期してはいないとLuzは判断する。これはユダヤ人の指導者たちや民衆に対す

るまったくステレオタイプ的な扱いを唯一説明できる立場である。しかし，10：23のように

マタイが「来臨（パルーシア）まで続くイスラエル宣教を考えている」箇所が緊張をはらみ

つつ存在することからも，28：16～20の「主の宣教命令は，原則的に普遍主義的に考えられ

ており，すべての民族に向けられている」のである（ルツ（2009：547）30））。

　佐藤（2010：13～14）31）はマタイが「ユダヤ教の民全体が，イエス殺害の責任を意識的に負っ

たと見なし，その民からの訣別を宣言している」とし，また21：43の神の王国は （定

冠詞なし・単数形，「一つの国民（くにたみ）」）に与えられるという宣言は，キリスト教徒

のことを指しており，「ユダヤ全体が救済史的に神の経綸から外され，異邦人主体のキリス
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ト教会にその『王国』が託される」としている。

　文字通りすべての民，すなわち異邦人もユダヤ人も含むという考えについては，Davies.

&.Allison（2004：684）が述べているほか，Overman（1996：406- 8 ）32）は異邦人およびディ

アスポラのユダヤ人の両方が律法遵守のマタイ的ユダヤ教を理解し生きるべきだというメッ

セージの宛先だとしている。

　また，須藤（2006）33）はマタイ10： 5 以下との関係についての研究史上の説明モデルを史

的前後関係，救済史的順序（交替説および制限撤廃／拡大説），相補関係の三つに整理した

うえで，マタイにおける および派生語 の用例の意味内容の推移， 8 ： 5 以下と

15：21以下における異邦人との例外的なやりとりというきっかけ，21：43に見出し得る転換

点，マタイ全体の文脈から見た28：19以下の意味，などのテキスト分析に基づいて，マタイ

28：19の は「イスラエルを含んで『すべての諸民族』と訳されるべきであり，

神の民への帰属による個別民族主義から諸民族の実践による普遍主義への転換を提示してい

る」34）と結論付けている。

　拙論（2012）35）において問題提起したことに関連し，「普遍主義」の内容にはなお検討され

るべき点があると考えるが，ここでは須藤論文のうち，10：16以下に描かれる迫害はユダヤ

人への宣教が継続していることの帰結であるという指摘36），（前述のようにルツも認めてい

るが）10：23にユダヤ人宣教が人の子の到来まで続くことが示されているという指摘37）を重

視し，マタイの宣教は諸民族宣教であると結論付けたい。

2 ．マタイの宣教目標

　それではユダヤ人と異邦人を共に対象とするマタイの宣教観の中では両者の関係はどのよ

うなものであるべきとされているのか。

　Senior（2001）38）は，Davies.&.Allison（2000）に基づいて，マタイはキリスト教共同体の

異邦人化が進み，そこからユダヤ教的伝統が失われつつあることを懸念し，イエスの物語を

ユダヤ教の伝統につなぎとめることによって，すべてのキリスト者をユダヤ教に密接につな

ぎとめることを目指していた，と述べている。そして，「マタイは，近年幾人かの釈義家が

記しているように，宣教が成功した際にイエスとその教えのルーツがユダヤ教にあるという

ことが圧倒されて失われてしまいはしないか，ということを認識していたために，異邦人へ

の宣教についてある葛藤を抱いていたのではないか」（p20）と指摘している。また，Senior

は，マタイがそれでも「ユダヤ教と初期キリスト教共同体の両方から神学的視点を引き出す

中道派たらんとした」（p17）とも指摘しているが，状況はより厳しかったのではないか。

　Luz（2002：97）は，イエスはユダヤ教指導者との対決のクライマックスにおいてイスラ
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エルの中心施設である神殿を去り（24： １ ～ 2 ），その指導者たちがついには民衆を味方に

つける（27：24～25）という物語は，福音書のインターカルチュラルな解釈を拒むようなコ

ンフリクトの物語であると指摘している。

　マタイ以後，初期キリスト教はユダヤ化と異邦人化という二つの方向に向かって別れ道を

たどることとなる。律法に完全に忠実であろうとしたもの（例としてケリントスやエビオン

派など），律法に部分的に忠実であろうとしたもの（第Ⅱ項にて掲示），律法遵守を重視しな

かったもの，これら三つのうち39），現存するものは最後のものであり，この後ユダヤ教の伝

統に留まった運動は途絶えてしまったことになる。

　この状況の中，マタイにとってはむしろユダヤ教の伝統，すなわち律法の一点一画に福音

宣教をつなぎとめておくことこそが危急の課題であったのではないか。そして，それこそが

マタイがマルコに満足せず，自らの福音書を編み上げようとした理由ではないか。諸民族宣

教を批判的に推進するマタイにとって律法遵守のキリスト教への方向修正は避けて通ること

のできない課題であったのである。

　マタイの宣教観からすれば，28：20の にはイエスが教えた律法の完全な遵守こそが意

図されているのであり，その点をいささかでも割り引いて理解することはマタイの意図とは

正反対のことであり，むしろそれはマタイ福音書が異邦人キリスト教化されていくプロセス

において読者たちがとった解釈戦略なのである。

Ⅴ．まとめ

　 はマタイが多用する語であるが，一方でマルコ資料から当該語を意図的に削除する例

も見られることから，編集上の判断をもって技巧的に当該語を用いる傾向がマタイにあるこ

とが推察される。

　その用法に関して，抽象的な全体性ではなく，そこに含まれる個別的要素が意識された全

体性を言い表す用例が多数を占めることから，当該箇所においても同様の用法であることが

類推される。また，その判断は構文上並行する23： 3 からも補強される。

　そして28：16～20が 5 ：17～20を遡及的に指示していることからも，「全て」の内容に律

法個々の遵守が含まれることが推察される。

　さらには，マタイが28：20において「あなた方に命じておいた全てを守る」ことをイエス

の言葉として記した背景に関する考察からも，上記の判断は補強される。

　「全て」（ ）とは，律法の完全な遵守を含む，イエスの教え全般のことであるという判

断を，本稿の結論としたい。
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